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━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━━ 

                        ２０２６年７月号 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃ ◎本号のコンテンツ◎ 

┃  

┃ ☆知財講座☆ 

┃ （５４）特許出願非公開制度 

┃ 

┃ ☆ニューストピックス☆ 

┃ 

┃ ■「知的財産推進計画２０２６」が決定（政府） 

┃ ■特許審査において「標準戦略対応審査」の施行開始（特許庁） 

┃ ■知的財産の適正取引に向け指針を公表（公正取引委員会など） 

┃ ■ＢＧＭ使用料、アーティストにも還元（改正著作権法が成立） 

┃ ■生成ＡＩの楽曲の著作権めぐり指針を公表（JASRAC） 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

政府の知的財産戦略本部は、「知的財産推進計画２０２６」を決定 

しました。 

同計画では、知的財産権の侵害が生じた際の新たな民事救済措置 

の導入などが盛り込まれました。 

今号では、「知的財産推進計画２０２６」の概要を紹介します。 
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┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳┓ 

┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃ 

┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻┛━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

（５４）特許出願非公開制度 

 

【質問】 

特許出願の内容は特許出願公開公報にまとめられて特許出願後 18

カ月経過した時点で特許庁から公表（公開）されるのが原則であると

考えていました。特許出願後 18カ月経過しても特許出願の内容が公

表（公開）されない特許出願非公開制度が開始されたと聞きました。 

この内容を教えてください。 

 

【回答】 

 特許出願非公開制度は、特許出願の明細書等に、公にすることによ

り外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を

生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合に、「保全指定」と

いう手続によって、当該特許出願については特許出願公開公報の発行・

特許庁 J-Plat Patへの掲載による出願公開が行われず、出願公開・特

許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するというものです。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html 

 

 特許庁が受け付けた特許出願を非公開にするかどうか（すなわち、

保全指定をするか否か）の審査は、特許庁による第一次審査と、内閣

府による保全審査（第二次審査）の二段階に分かれています。 

 なお、日本国特許庁に特許出願すれば保全審査の対象となる発明、

すなわち「日本国内でした発明であって公になっていないもののう

ち、政令で指定された特定技術分野（※）に属する発明（付加要件によ

る絞り込みの対象となる技術分野については付加要件も満たすも

の。）」が記載されている外国出願は、2024 年 5 月 1 日から禁止さ

れています。 

 禁止対象の外国出願には特許協力条約に基づく国際出願（PCT 出願）

も含まれます。この PCT 出願には、日本国特許庁に提出した特許出

願を優先権主張の基礎として行う PCT 出願だけでなく、優先権主張

せずに最初の出願として行う PCT出願（いわゆる、ダイレクト PCT出

願）も含まれています。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html


 （※）特定技術分野とは、公にすることにより外部から行われる行

為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大き

い発明が含まれ得る技術の分野で、国際特許分類を用いて政令で定

められています。また、特定技術分野として定めた国際特許分類のう

ち、保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認め

られる技術の分野については、付加要件により技術分野以外の角度

からの絞り込みもおこなわれることになっています。特定技術分野

及び付加要件の具体的範囲・内容は、内閣府のホームページで公表さ

れています。 

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/d

oc/tokutei_gijutsu_bunya.pdf 

 

＜特許庁による第一次審査＞ 

 特許庁は、国際特許分類等に基づいて特定技術分野に属する発明

が記載されている特許出願を選別します。第一次審査において「特定

技術分野に属する発明が記載されている」と認められた特許出願の

出願書類は、内閣総理大臣（内閣府）へ送付されて内閣府での保全審

査（第二次審査）に付されます。 

 

＜第一次審査の対象になる特許出願＞ 

 第一次審査は、特許出願が行われた、全ての国内出願（PCT制度を

経由して国内移行されたものを除く）に対して行われます。第一次審

査を受けないようにすることはできません。 

 

＜第一次審査を受けるために必要な手続＞ 

 第一次審査は全ての国内出願について自動的に行われます。そこ

で、第一次審査を受けるための特別な手続や手数料の支払いはあり

ません。 

 

＜第一次審査に要する期間＞ 

 特許庁で行われる第一次審査は特許出願から３か月以内に完了し

ます。 

 第一次審査の結果、保全審査に付すことになった場合には、出願の

日から３か月以内に、特許庁長官から特許出願人（代理人がいる場合

は代理人）宛に書留郵便でその旨の通知（内閣府へ送付した旨の通知）

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/doc/tokutei_gijutsu_bunya.pdf
https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/doc/tokutei_gijutsu_bunya.pdf


が発送されます。この通知が来なければ保全審査に付されなかった

ことを確認できます。 

 

＜不送付通知の申出＞ 

 特許庁での第一次審査の結果、内閣府の第二次審査（保全審査）へ

送付されないことになったのを、積極的に、特許出願人が知りたい場

合、不送付通知の申出を特許庁へ提出しておくことができます。不送

付通知の申出を行っておくことで、第一次審査の結果、内閣府に送付

しないことになった旨が明示的に特許出願人に通知されます。 

 

＜第一次審査で保全審査（第二次審査）へ送付されなかった特許出願＞ 

 第一次審査で保全審査（第二次審査）へ送付しないと判断された特

許出願は、従来通り、出願日から 18か月経過した時点で特許出願公

開されます。また、外国出願禁止の制限を受けないことになります。 

 

＜第一次審査と並行する通常の審査手続＞ 

 第一次審査は、特許法に基づく特許審査の手続、すなわち、出願審

査の請求が行われて開始される、新規性や進歩性等の特許要件を判

断するための審査手続とは異なるものです。 

 そこで、従来通り、特許出願と同時に出願審査請求、早期審査事情

説明書提出を行って通常の審査を受けながら、その一方で、特許庁に

おける上述の第一次審査が進行する形態にすることができます。 

 

＜保全審査が行われている間及び保全指定後の留保＞ 

 上述したように、第一次審査が行われている間、出願審査請求を行

って特許審査を受けることは可能ですが、内閣府での第二次審査（保

全審査）に回されることになって保全審査が行われている間は、特許

査定・拒絶査定が留保されます。 

 また、保全審査の結果、保全指定された場合は、保全指定後も、保

全指定の期間満了又は解除まで特許査定・拒絶査定が留保されます。 

 

＜内閣府での第二次審査（保全審査）＞ 

 保全審査は、発明の情報を保全することが適当と認められるかに

ついて審査するもので内閣府が行います。 

 

 



＜保全審査の結果＞ 

 保全指定：保全審査で保全指定すべきとの判断になった場合には、

保全対象となる発明が指定されて、その旨が特許出願人に通知され

ます。 

 保全指定された場合、外国への出願禁止だけでなく、特許出願の取

下げ禁止、発明内容の開示の原則禁止、発明の実施の許可制、発明情

報の適正管理義務、他の事業者との発明の共有の承認制などが特許

出願人に課されることになります。このため、実施制限等により特許

出願人が受ける通常生ずべき損失が補償されます。 

 保全指定がされる場合、保全指定の期間は１年以内で、以後、１年

ごとに延長の要否が判断されます。１年ごとの延長要否判断で延長

不要となり、指定解除されたり、保全指定期間が満了すると、通常の

特許出願手続ルートに戻ります。 

 保全審査で保全指定不要と判断された場合には、その旨が特許出

願人に通知され、通常の特許出願手続ルートに戻り、外国出願の禁止

は解除され、出願後 18か月経過した時点での出願公開が行われます。 

 

＜保全指定を行う場合の特許出願人に対する事前の意思確認＞ 

 保全指定を行う場合は、特許出願人に対して事前にその旨を通知

し、特許出願を維持するかどうかの意思確認が行われます。この通知

を受けた特許出願人は特許出願の取下げを行うことができます。 

 

＜保全審査の期間＞ 

 外国出願の禁止は、日本国での特許出願後最大 10か月で自動的に

解除されることになっています。そこで、保全審査は日本国での特許

出願後最大 10か月以内に終えるとされています。 

 すなわち、日本国特許庁への特許出願後、第一次審査で保全審査に

付されないという判断になった特許出願、保全審査に付されること

になったが 10か月以内に保全指定されない特許出願に関しては、外

国出願の禁止は自動的に解除されることになります。 

 また、外国出願の準備を行う特許出願人の実務を考慮し、保全審査

開始後に保全指定が不要であると判断できる時には、その時点で、そ

の旨が速やかに特許出願人に通知されることになっています。 

 

 

 



＜外国出願事前確認＞ 

 日本国特許庁へ特許出願を行うことなしに、直接、外国へ特許出願

することや、ダイレクト PCT 出願を希望する場合であって、出願を

考えている発明が外国出願禁止の対象になるものであるかどうかを

確認したい場合、日本国特許庁へ外国出願事前確認のための申出書

を提出できます。 

 申出書を特許庁が受領した後、特許庁が内閣府への確認を求めな

い、等の場合であれば、10 開庁日程度で特許庁の判断を受けること

ができます。 

 特許庁が「特定技術分野に属する発明ではない」と判断した場合は

外国出願可能です。 

 

 

■ニューストピックス■ 

 

●「知的財産推進計画２０２６」が決定（政府） 

政府の知的財産戦略本部は、「知的財産推進計画２０２６～成長

戦略を支える知財戦略の推進～」を決定しました。 

https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/260612/keikak

u_all.pdf 

 

同計画では、知的財産権侵害が生じた際の損害回復や侵害者の利

益の剥奪を確実にする民事救済措置の導入について検討を進める

ことが明記されました。 

 

知的財産権を巡っては、侵害行為で得た利益が被害者への賠償額

を上回り、「侵害した者勝ち」となるケースがあると指摘されてい

ます。これを踏まえ、計画では、侵害した側の利益を奪い取る新た

な民事上の措置を導入するとしています。 

 

さらに、個々の権利者が単独で対応しにくい権利侵害に備え、集

団的な権利行使を可能にする新たな仕組みの構築も進める方針で

す。特許や著作権などの権利を侵害された場合でも、一人一人が証

拠を集めて訴訟することは難しいため、権利者に代わって集団提訴

する「認定団体」を創設することも盛り込みました。 

 

https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/260612/keikaku_all.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/260612/keikaku_all.pdf


また、競争力の源泉である知財・無形資産の潜在的価値を可視化

することによって、中長期の成長投資に資金が回るよう、「知財・

無形資産ガバナンスガイドライン」を改訂する方針です。これらの

取り組みが投資家に適切に評価される環境を整備するため、有価証

券報告書等における開示の在り方を検討し、本年度中に方針を示す

としています。 

 

●特許審査において「標準戦略対応審査」の施行開始（特許庁） 

特許庁は、標準化を目指す技術に関する特許出願の審査について、

標準開発の進捗に合わせてユーザーの希望するタイミング（審査請

求から最大 24 か月後）で行う「標準戦略対応審査」の試行を本年

7月 1日より開始します。標準化と特許出願を一体化し、日本企業

の国際競争力の強化を狙う方針です。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/hyojun-

senryaku-taiou-sinsa.html 

 

現在、国際標準の策定と同時に技術開発を進める場合、国際機関

での審議結果に合わせて特許内容の修正が必要になっても、特許の

取得後は原則修正できないという課題があります。新制度では、企

業側は、標準化の進捗状況を見極めながら、戦略的な時期に合わせ

て審査開始月を指定できるため、標準戦略と知的財産戦略を同じ時

間軸で連動させることが可能となります。 

 

標準戦略対応審査の対象となるのは、企業等が国際規格の制定や

普及に向けた標準化活動を行っている技術に関する特許出願。企業

が希望可能なタイミングとしては、審査請求から最短で 12か月後、

最長で 24か月後の範囲内とされています。 

 

●知的財産の適正取引に向け指針を公表（公正取引委員会など） 

公正取引委員会、特許庁、中小企業庁は、中小企業が持つ知的財

産やノウハウ、データを適切に取引するための指針（ガイドライン）

を公表しました。 

https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260624003/20260624003.html 

 

指針では、比較的弱い立場にある中小企業に対し、ノウハウの開

示を強要したり、秘密保持契約（NDA）の締結を拒否するといった

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/hyojun-senryaku-taiou-sinsa.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/hyojun-senryaku-taiou-sinsa.html
https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260624003/20260624003.html


約 70 の問題事例を挙げ、こうした行為は、独占禁止法や中小受託

取引適正化法（旧下請法）に違反する可能性があるとの見解を示し

ました。 

また、指針では、適正取引の実現に向け、望ましい対応や実践例

も示しました。 

具体的には、製品などの「成果物の対価」と「知財の対価」を分

けて協議することや、固定的な契約内容になるのを防ぐため、売り

上げに応じた報酬や一時金といった多様な対価設定、共同研究開発

の成果で一方のみが特許を取る場合は、適切な対価を支払うことな

どを求めています。 

 

公正取引委員会では、問題発生の防止に向け、事前に取引条件を

明確にして協議することが重要とした上で、書面で具体的な取引条

件を記録するなどの対応が望ましいとしています。 

 

●ＢＧＭ使用料、アーティストにも還元（改正著作権法） 

店舗やイベント会場などのＢＧＭとして流れる音楽の使用料を

新たに歌手や演奏家らが受け取れる権利の創設を盛り込んだ改正

著作権法が、参議院本会議で可決・成立しました。公布から 3年以

内に施行されます。 

https://www.mext.go.jp/content/20260617-mxt_hourei-

000050520-1-1.pdf 

 

現行法では、飲食店やイベント会場などで楽曲が流れた際、使用

料を受け取れるのは作詞・作曲家などの著作権者に限られています。 

今回の法改正では、この使用料について、歌手・演奏者などにも支

払われる「レコード演奏・伝達権」の創設が盛り込まれました。 

 

一方、使用料を徴収される商業施設側には新たな負担が生じるこ

とになります。使用料の具体額や徴収方法は改正法の施行日までに

検討するとしています。 

 

●生成 AIの楽曲の著作権めぐり指針公表（JASRAC） 

JASRAC（日本音楽著作権協会）は、人工知能（AI）を利用した作

品の著作権の取り扱いに関する指針を公表しました。 

https://www.jasrac.or.jp/aboutus/ai/pdf/ai-guideline.pdf 

https://www.mext.go.jp/content/20260617-mxt_hourei-000050520-1-1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20260617-mxt_hourei-000050520-1-1.pdf
https://www.jasrac.or.jp/aboutus/ai/pdf/ai-guideline.pdf


 

生成 AI を利用して作られた音楽が急速に広がる中、JASRAC は、

単純な指示に基づいて AI が歌詞も曲も自律的に生成したものは

「人間の創作的寄与が認められない作品」として、著作物に該当し

ないとする考えを示しました。 

 

一方で、歌詞もしくは楽曲のいずれか一方を AI が生成し、もう

一方を人が創作した場合の歌詞・楽曲については、著作権が切れた

パブリックドメインと同様に扱い、人が創作した方の歌詞・楽曲の

みを著作権使用料の管理対象にするとしました。 

 

*************************************************************** 

発行元： 羽切特許事務所 

弁理士  羽切 正治 
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